
全
-
け
£
局
、
。
ル

第
四
十
六
巻

第
三
挽

昭
和
六
十
二
年
十
二
月
護
行

『
左
停
』

昭
公
十
三
年

「
霊
王
遷
許
胡
沈
道
房
申
於
荊
鳶
」

ー
ー
封
楚
従
属
園
の
遷
徒
問
題
1

1

を
め
ぐ
っ
て

卒

勢

隆

良日

- 1 ー

一

は

じ

め

に

二
許
園
を
中
心
と
し
て
み
た
封
楚
従
属
園
の
濯
徒
に
つ
い
て

三
「
遜
許
胡
沈
道
房
申
於
荊
」
の
意
義

四

お

わ

り

には。

じ

め

(

1

)

 

『
左
俸
』
昭
公
十
三
年
に
は
、
「
楚
の
察
を
滅
ぼ
す
や
、
霊
玉
、
許
・
胡
・
沈
・
道
・
房
・
申
を
荊
に
遷
す
。
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
。
こ

れ
に
つ
い
て
、
杜
預
は
「
許
・
胡
・
沈
は
小
園
な
り
。
道
・
房
・
申
は
と
も
に
故
の
諸
侯
に
し
て
、
楚
、
滅
ぼ
し
て
以
て
邑
と
篤
す
。
」
と
注

し
、
竹
添
光
鴻
『
舎
筆
』
は
、
同
僚
に
つ
き
、
杜
注
の
見
解
を
承
け
る
形
で
、
「
許
・
胡
・
沈
は
未
だ
滅
び
ざ
る
の
圏
に
し
て
、
道
・
房
・
申

463 
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(
2〉

は
己
に
滅
ぶ
る
の
園
な
り
。
」
と
述
べ
た
。
こ
の
解
揮
で
は
、
遷
徒
の
封
象
と
し
て
、

各
園
公
室
は
必
ず
し
も
含
ま
れ
ず
、

共
通
要
素
を
探
れ

ば
、
そ
れ
は
各
闘
の
居
民
(
本
論
中
し
ば
ら
く
こ
の
語
を
使
用
す
る
こ
と
に
す
る
)
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

谷

口
浦
氏
は
こ
の
考
え
方
に
沿
い
、

「許

・
胡
・
沈

・
道
・
房

・
申
の
居
民
を
他
蕗
へ
移
住
さ
せ
た
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
こ
れ
ら
六
園
の
滅
亡
が
前
提
と
な
っ
て
い
た

(

3

)

 

で
あ
ろ
う
に
と
述
べ
る
に
到
っ
た
。

こ
れ
ら
に
劉
し
、
考
誼
同
学
者
で
あ
っ
た
顧
棟
高
は
『
春
秋
大
事
表
』
列
園
爵
姓
及
存
滅
表
の
中
で
、

「(昭
公〉

十
三
年
、
卒
王
即
位
し
て
こ

れ
を
復
す
れ
ば
、
此
の
時
向
ほ
存
せ
る
を
知
る
。

杜
注
己
に
こ
れ
を
滅
ぼ
し
て
邑
と
な
す
と
謂
ふ
も
、

未
だ
何
に
援
れ
る
か
を
知
ら
ず
。
」

(遁〉

・
「
楚
の
霊
玉
、
こ
れ
を
荊
に
遷
し
、
是
に
至
り
て
卒
王
こ
れ
を
復
す
。
何
れ
の
年
に
か
楚
に
弁
せ
ら
る
る
を
知
ら
ず
。
」
(
房
〉
と
述
べ
、

昭
公
十
三
年
時
貼
で
の
道
・
房
の
存
在
を
主
張
し
た
。
た
だ
彼
は
、
申
に
つ
い
て
は
、

「
楚
の
文
王
、
申
を
伐
つ
。
後
途
に
楚
に
入
り
て
、
申

(
4〉

申
が
楚
の
鯨
と
し
て
登
場
す
る
貼
を
重
視
し
た
ら
し
い
。
陳
螺
氏
は
、
こ
の
申

邑
と
な
る
よ
と
の
み
述
べ
、
荘
公
六
年
(
前
六
八
八
)
以
後
、

申
を
除
き
、

遷
徒
の
劉
象
と
し
て
各
園
公
室
を
含
む
こ
と
に

- 2-

「申
は
、
楚
の
文
王
に
滅
ぼ
さ
れ
て
邑
と
さ
れ
た
が
、
卒
王
即
位
の
時
に
至
っ
て
復
因
さ
れ
た
。
陳

・
察
が
滅
ぼ
さ
れ
て
後
に
園

(

5

)

 

を
復
せ
ら
れ
た
の
と
同
様
で
あ
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
解
揮
で
は
、

に
つ
い
て
、

な
る
。
ま
た
、
申
に
つ
い
て
も
、
そ
の
公
室
の
存
績
を
関
わ
ら
せ
て
議
論
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

杜
預
が
道

・
房

・
申
を
他
の
三
園
と
区
別
し
た
の
は
、
嘗
時
許

・
胡

・
沈
三
園
が
楚
の
従
属
園
と
し
て
盛
ん
に
記
録
に
現
れ
る
の
に
、
道

・

房
の
蹄
趨
は
明
ら
か
で
な
く
、
申
に
い
た
っ
て
は
、
上
述
の
ご
と
く
早
く
に
滅
ぼ
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
一
方
、
道

・
房
が
嘗
時
存
在

し、

あ
る
い
は
申
が
こ
こ
に
初
め
て
復
因
さ
れ
た
と
考
え
る
の
は
、
こ
の
復
園
の
事
買
が
他
に
も
認
め
ら
れ
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

筆
者
は
、
割
楚
従
属
固
に
つ
い
て
検
討
す
る
う
ち
、
基
本
的
に
は
後
者
の
よ
う
に
考
え
る
の
が
安
嘗
で
あ
り
、
更
に
は
、
申
も
嘗
一
該
記
事
に

先
立
っ

て
復
園
存
績
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
本
論
は
こ
れ
を
執
筆
の
動
機
と
す
る
。

こ
の
針
楚
従
属
園
の
検
討
は
、
楚
に
お
け
る
封
君
の
護
生
問
題
と
も
密
接
に
関
わ
る
。
楚
が
方
域
外
へ
進
出
し
て
ゆ
く
過
程
で
、
そ
こ
に
所

(

6

)

 

楚
王
を

「王」

と
し
て
頂
黙
に
戴
く
睦
勢
が
確
立
さ
れ
て
く
る
。

在
す
る
小
園
と
の
政
治
関
係
が
生
じ
、

そ
こ
で
は

小
園
の
君
主
は
「
諸



侯
I._ 

(
『
左
傍
』
宣
公
十
一
年
〈
前
五
九
八
〉
「
諸
侯
・
鯨
公
、
皆
寡
人
を
慶
す
O
L
)

と
し
て
「
照
公
L

(
7〉

(
す
な
わ
ち
豚
管
領
者
の
特
殊
な
も
の
)
と
併
稽
さ

れ
る
存
在
で
あ
っ
た
。
封
君
は
楚
の
支
配
地
域
が
さ
ら
に
績
大
さ
れ
る
過
程
で
護
生
し
て
く
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
、
時
の
楚
の
「
王
」

に
劃
す
る
「
君
」
で
あ
り
、
周
代
の
封
建
諸
侯
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
た
存
在
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
容
易
に
想
定
さ
れ
る
。
最
近
、
安
倍
道
子
氏
は
、

(

8

)

 

豚
公
が
後
の
封
君
に
繋
が
る
と
の
見
解
を
示
し
た
。
し
か
し
、
春
秋
時
代
の
「
諸
侯
」
と
鞍
園
時
代
の
封
君
と
は
、
上
記
の
よ
う
に
「
王
」
と

の
政
治
瞳
勢
上
の
関
わ
り
が
類
似
す
る
。
ま
た
、
春
秋
時
代
に
あ
っ
て
は
、
鯨
管
領
者
が
普
遍
的
に
「
君
」
、
す
な
わ
ち
名
稿
の
上
で
は
封
君
と

同
じ
稽
践
を
名
乗
り
、
豚
公
は
そ
の
う
ち
の
特
殊
な
存
在
と
見
な
さ
れ
る
(
上
述
〉
の
で
、
買
態
の
問
題
は
し
ば
ら
く
お
く
と
し
て
、

稽
蹴
の

上
で
は
豚
公
が
そ
の
ま
ま
封
君
に
接
績
す
る
わ
け
で
は
な
い
。

本
論
が
『
左
俸
』
昭
公
十
三
年
の
僚
を
軸
と
し
て
、
制
到
楚
従
属
園
の
蓮
徒
問
題
を
検
討
し
よ
う
と
す
る
の
も
、
そ
れ
が
こ
の
封
君
震
生
問
題

を
考
究
し
て
ゆ
く
上
で
の
一
助
と
な
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

- 3ー

ま
た
、
嘗
一
該
六
園
の
一
つ
で
あ
る
申
が
、
首
一
該
記
事
の
前
で
あ
れ
後
で
あ
れ
、
復
園
存
績
し
て
い
た
と
す
る
と
、
申
鯨
と
申
固
と
が
同
時
に
存

(
9〉

在
し
て
い
た
と
い
う
事
賓
が
現
出
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
最
近
や
や
議
論
の
あ
る
「
沈
予
」
の
問
題
と
も
深
く
関
わ
っ
て
く
る
。
こ
れ
が
沈
豚
の

管
領
者
で
あ
る
こ
と
を
よ
り
確
買
に
す
る
た
め
に
は
、
沈
腕
肺
と
沈
園
と
が
同
時
併
存
し
て
い
た
こ
と
を
論
誼
す
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

許
圏
を
中
心
と
し
て
み
た
劉
楚
従
属
園
の
遷
徒
に
つ
い
て

上
記
『
左
俸
』
昭
公
十
三
年
僚
を
検
討
す
る
た
め
に
、
関
係
す
る
史
料
を
蒐
集
し
た
。
道
・
房
に
つ
い
て
は
、
史
料
そ
の
も
の
が
少
な
い
。

(

m

)

 

申
に
つ
い
て
は
、
同
師
、
が
設
置
(
『左
停
』
妊
公
六
年
〈
前
六
八
八
v
l十
九
年
〈
前
六
七
五
〉
の
関
〉
さ
れ
て
以
降
の
園
(
で
あ
る
こ
と
が
本
論
の
検
討
に
よ

っ
て
わ
か
る
は
ず
で
あ
る
〉
の
史
料
が
皆
無
に
近
い
。
胡
・
沈
に
つ
い
て
の
史
料
は
こ
れ
ら
に
比
較
し
て
多
い
が
、
嘗
面
す
る
問
題
に
閲
し
て
は

有
用
な
も
の
が
少
な
い
。
幸
い
に
、
許
に
つ
い
て
の
史
料
は
、
嘗
面
す
る
問
題
に
閲
し
て
も
比
較
的
豊
富
な
の
で
、
こ
れ
を
検
討
の
中
心
に
据

465 

え
る
。
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表

-
元許

男か
公共rr

在
位
(
紀
元
前
)

四五
八二
八二
I I I! 
四四
八八
二九

載
(
許
公
在
位
何
年
〉

一
楚
王
(
在
位
何
年
)
一
左

停

共
王
(
十
五
年
)

一
成
十
五

康
王

州知
数

鐙
王
(
八
年
)

H

H

(

十
年
)

卒
王
(
元
年
)

『

H
Uz--

一ロ

業
に
遜
従
(
十
七
年
)

な
し

な
し

域
父
(
夷
〉
に
遜
徒
(
十
四
年
)

荊
に
遜
徒
(
十
六
年
|
|
迫
述
)

葉
に
遜
徒
(
十
九
年
)

(
関
聯
記
事
|
↓
〉

白
羽
(
析
〉
に
遜
徒
(
二
十
三
年
)

浴
城
に
遷
徒
(
十
二
年
)

な
し

H

H

(

五
年
〉

昭
玉
(
十
年
〉

懇
玉

昭

九

昭
十
三

昭
十
三

昭
十
八

昭
十
八

定

四

許
は
萎
姓
で
、
古
く
は
周
の
東
遷
の
折

に
重
要
な
役
割
を
果
し
て
い
る
。

g 司

左

傍
』
に
記
さ
れ
る
頃
に
な
る
と
、

棺円

菅

・
楚
三
大
圏
の
間
に
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ

れ
の
一
意
向
の
も
と
に
、
同
盟
離
反
を
く
り

か
え
さ
ざ
る
を
得
な
い
存
在
と
な
っ
て
い

た
。
こ
う
し
た
朕
況
に
終
止
符
が
打
た
れ

る
の
は
、
『
左
停
』
成
公
十
五
年
(
前
五
七

六
〉
の
こ
と
で
、
こ
の
年
「
葉
に
遷
」
つ

- 4ー

て
以
降
、
呉
の
侵
入
時
と
い
う
例
外
を
除

い
て
、
常
に
楚
に
従
属
す
る
こ
と
に
な
る
(
「
表
1
」
・
「
表
2
」
参
照
〉
。

そ
し
て
、
楚
の
一意
一
向
の
も
と
に
、

数
度
の
遁
徒
を
経
験
し
た
。
そ
の
意

味
で
、
上
記
「
左
博
』
昭
公
十
三
年
僚
を
検
討
す
る
に
は
、
最
良
の
史
料
を
提
供
し
て
く
れ
る
。
史
料
は
結
果
と
し
て
『
左
俸
』
に
負
う
こ
と

と
な
っ
た
。
概
ね
問
題
な
し
と
判
断
し
た
が
、
要
検
討
の
箇
所
も
あ
る
の
で
、
そ
の
場
合
は
註
記
す
る
。

そ
の
遷
徒
の
概
況
を
歴
代
許
公
な
ら
び
に
楚
王
と
針
比
さ
せ
て
ま
と
め
て
み
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
悼
公
十
九
年
に
葉
に
遷
従
し
た

件
は
、
史
料
上
明
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、

『
左
博
』
昭
公
十
三
年
(
前
五
二
九
〉
に
園
を
「
復
」
さ
れ
た
と
あ
る
だ
け
で
あ
る
。

体
』
昭
公
十
八
年
(
前
五
二
四
)
に
白
羽
(
析
〉
に
遷
る
際
、

し
か
し

『左

「
葉
は
楚
の
方
域
外
に
あ
る
の
蔽
な
り
に
と
、
葉
が
問
題
に
さ
れ
て
い
る
の
で
、

「
復
」
さ
れ
た
の
は
葉
に
お
い
て
で
あ
っ
た
ろ
う
と
想
定
で
き
る
。

西
周
の
時
、
周
王
朝
の
権
威
の
確
立
・
軍
事
的
勢
力
の
伸
長
に
つ
れ
て
、
成
周
の
政
治
首
都
を
中
心
と
し
て
そ
れ
を
取
り
囲
ん
だ
防
備
の
要

(

日

)

地
に
配
置
さ
れ
て
い
た
園
々
が
、
次
第
に
遠
方
に
園
を
遁
し
て
い
っ
た
こ
と
は
、
陳
葉
氏
の
『
春
秋
大
事
表
列
園
俸
制
及
存
滅
表
課
異
』
に
そ
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宣宣褒

四
裏
十
一

袈

十

六

成

十

八

成

田

成

五
成

六

成

十

五

成

十

六

成宣
表
2左

停

信
二
十
七

十 十

共
王
、
鄭
の
成
公
と
宋
を
伐
ち
、
彰
城
に
宋
人
を
入
る
。
公
子
嬰
湾
、

郷
人
と
宋
を
伐
ち
、
彰
城
を
園
む
。

彰
名
、
陳
を
侵
す
。

楚
人
、
頓
を
し
て
、
陳
を
侵
さ
し
む
。

共
王
、
郷
の
成
公
と
宋
を
伐
つ
。

公
子
嬰
斉
、
郷
を
伐
つ
。

共
王
、
郷
を
侵
す
。
公
子
申
、
許
を
葉
に
濯
す
。

共
王
、
鄭
人
と
武
域
に
盟
う
。
公
子
成
、
武
城
よ
り
郷
に
使
。
耳
目
楚

蘇
陵
の
載
、
楚
鄭
軍
散
る
。
共
王
参
軍
。

楚
人
・
衡
を
侵
し
、
魯
の
萄
・
陽
橋
雨
邑
を
侵
す
。
魯
に
和
を
許
す
。

公
子
嬰
斉
・
魯
の
成
公
・
奈
の
景
侯
・
許
の
霊
公
・
秦
人
・
宋
人
・

陳
人
・
衡
人
・
郷
人
、
賢
人
と
萄
に
盟
う
。

鄭
を
救
う
。

楚

王

・

楚

人

の

動

向

成
王
、
陳
の
穆
公

・
奈
の
荘
侯
・

鄭
の
文
公
・
許
の
昭
公
と
宋
を
国

む。闘
板
、
鮮
を
救
う
。

左
号
ノ子
重
、
宋
を
侵
す
。
令
清
ノ
駕
支
出
錦
、
祈
に
築
く
。
荘
玉
、
陳
を

伐
ち
、
滅
ぼ
す
。
陳
を
復
す
。
陳
か
ら
郷
ご
と
に

一
人
を
取
り
集
め
、

夏
州
と
稽
す
。

楚
E
百
泌
の
載
。
楚
人
中
に
許
伯
・
許
信

・
唐
狭

・
察
鳩
居
な
ど
。

陳
、
楚
に
背
く
。

↑
頓
。
際
人
、
頓
を
侵
す
。

↑
郷
の
成
公
。

許
の
霊
公
、
菅
に
附
い
て
遜
従
を
-
請
う
も
、
許
の
大
夫
同
意
せ
ず
。

鄭
の
成
公
参
軍
、
そ
の
右
は
唐
拘
。
菅
の
廃
公
、
斉
の
震
公
・
魯
の

成
公
・
衛
の
献
公
・
宋
人
・
剰
人
と
宋
の
沙
随
に
盟
う
。

↑
鄭
の
成
公
。

鄭
、
許
を
侵
す
。
育
、
許
を
救
い
、
鄭
を
伐
つ
。

許
の
鐙
公
、
鮮
の
悼
公
を
楚
に
訴
え
る
。

鄭、

E

日
に
従
う
。

許
の
露
公
、
葉
に
遷
役
。

↑
奈
の
景
侯
・
許
の
媛
公
。

都
知
、
耳
目
に
親
し
ま
ん
と
す
。

唐
恵
侯
、
楚
側
に
参
軍
。

鄭
の
裏
公

・
許
の
昭
公
、
戦
後
楚
に
挨
拶
。

制
御
人
、
楚
に
命
を
受
け
、
宋
を
伐
つ
。

制

到

楚

従

属

園

等

の

動

向

↑
陳
の
穆
公
・
奈
の
荘
侯
・
郷
の
文
公
・
許
の
昭
公
。

- 5ー
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褒袈
二
十
三

裂
二
十
四

昭

三

昭

四

昭昭昭昭昭定昭昭

十十
四 三三八

定

十

楚
、
奈
を
使
う
こ
と
常
な
し
。

莫
致
屈
建
、
陳
侯
に
従
っ
て
陳
を
園
む
。

五

震
玉
、
鄭
の
関
公
と
夢
で
田
鎖
。

鐙
玉
、
鄭
の
筒
公

・
許
の
悼
公
と
江
南
で
田
鎖
。
震
王
と
奈
・
陳
・

郷
・
許
・
徐
・
隙
・
頓
・
胡
・
沈
・
小
川
加
の
君
、
宋
人
・
准
夷
に
申

で
禽
す
。
楚
人
、
徐
子
を
捕
う
。
彊
玉
、
諸
侯
(
細
野
・
徐
を
除
く
〉

と
呉
を
伐
つ
。
績
を
滅
ぼ
し
、
部
に
遁
す
。
許
を
頼
に
遷
さ
ん
と
し

て
こ
れ
に
城
か
し
む
。

震
王

・
奈
・
陳
・
許
・
頓
・
沈
の
君
、
徐
人
・
越
人
・
東
夷
と
呉
を

伐
つ
。

公
子
棄
疾
、
陳
を
園
み
、
滅
ぼ
す
。
穿
封
戊
を
陳
公
と
す
。

公
子
葉
疾
、
許
を
夷
(
城
父
)
に
遷
す
。

震
王
、
奈
侯
を
申
に
殺
す
。
奈
を
滅
ぼ
す
。
建
玉
、
陳
・
奈
・
不
奨

に
城
き
、
公
子
棄
疾
を
奈
公
と
す
。
(
昭
十
三
迫
述
)
盤
玉
、
許
・

胡
・
沈
・
道
・
房
・
申
を
荊
に
遷
す
。

公
子
比
・
公
子
黒
肱
・
公
子
棄
疾
ら
、
陳
・
察
・
不
奨
・
許
・
葉
の

軍
を
率
い
て
楚
に
入
る
。
卒
王
(
棄
疾
)
、
陳
・
奈
・
許
・
胡
・
沈
・

道
・
房
・
申
を
復
す
。

許
を
析
に
濯
す
。

突
入
、
州
来
を
伐
つ
に
、

駕
越
、
諸
侯
の
軍
と
州
来
を
救
う
。

令
予
子
常
、
禁
侯
・
唐
侯
を
三
年
止
め
お
く
。

ー卜
一九八

十

鄭
の
簡
公
、
耳
目
人
・
魯
人
・
衡
人
・
宋
人
と
許
を
伐
つ
。

奈
の
公
子
安
、
園
を
以
て
否
に
附
か
ん
と
す
る
も
、
察
人
こ
れ
を
殺

す。陳
の
亥
公
、
楚
に
行
く
。

陳
の
哀
公
、
楚
の
康
王
に
従
い
鄭
を
伐
つ
。

- 6 ー

諸
侯
、
楚
に
行
く
も
、
魯
・
衛
・
宋
・
邪
は
行
か
ず
。

↑
奈
の
鐙
侯

・
陳
の
哀
公

・
許
の
悼
公
・
鄭
の

筒
公
・
徐
子

・
様

子
・
胡
子
・
沈
子
・
小
川利
子。

↑
奈
の
震
侯

・
陳
の
京
公

・
許
の
悼
公
・
頓
子
・
沈
子
。

宋
人
、
楚
に
参
軍
。

許
、
城
父
に
選
る
。

↑
奈
の
震
公
。

↑
許
・
胡
・
沈
・
道
・
房
・
申
。

↑
陳
・
禁
・
許
・
胡
・
沈
・
道
・
房
・
申
。

許
、
析
に
遜
る
。

↑
諸
侯
軍
に
胡
の
君
・
沈
の
君
・
陳
・
頓
・
許
・
奈
の
人
。

奈
の
昭
侯
、
楚
に
行
き
、
三
年
止
め
お
か
れ
る
。
唐
の
成
公
、
楚
に

行
き
、
三
年
止
め
お
か
れ
る
。

劉
の
文
公
・
耳
目
の
定
公
・
魯
の
定
公
・
宋
の
景
公
・
奈
の
昭
侯
・

街

の
定
公
・
陳
の
恵
公
・
郷
の
鐙
公
・
許
の
君
斯
・
曹
の
靖
公
、
菖
・
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楚
、
奈
を
闇
む
。

昭
玉
、
随
に
逃
れ
る
。

子
期
・
子
蒲
、
唐
を
滅
ぼ
す
。
昭
玉
、
部
に
入
る
。

締
・
頓
・
胡
・
隙
・
酵
の
君
、
杷
の
悼
公
・
小
綿
の
君
・
湾
人
、
召

陵
に
舎
し
、
楚
を
侵
さ
ん
と
す
。
奈
の
公
孫
姓
、
沈
を
滅
ぼ
す
。
冬
、

呉
王
閣
虚
・
奈
の
昭
侯
・
唐
侯
、
楚
を
伐
つ
。
臭
、
部
に
入
る
。

郷
、
許
を
滅
ぼ
す
。

↑
頓
。

↑
胡
。

↑
陳
の
港
公
・
随
・
許
の
君
。
察
、
臭
の
領
域
に
遷
都
を
請
う
。

呉
、
陳
を
侵
す
。

察
、
州
来
に
遜
る
。

呉
、
陳
を
伐
つ
。

↑
陳
、
英
に
卸
く
。

陳
の
滑
公
、
使
者
に
呉
を
見
舞
わ
す
。

陳
人
、
楚
を
侵
す
(
京
十
七
迫
述
)
。

- 7ー

公
子
結
、
陳
人
と
頓
を
滅
ぼ
す
。

胡
を
滅
.
ほ
す
。

昭
玉
、
陳
侯
・
随
侯
・
許
男
と
奈
を
園
む
。

四二

夷
虎
に
克
ち
北
方
を
謀
る
。
左
司
馬
版
・
申
公
脅
徐
・
葉
公
諸
梁
、

奈
を
負
函
に
、
方
域
外
の
人
を
給
関
に
集
め
る
。
梁
・
震
を
襲
う
。

車
浮
像
、
飯
氏
を
園
む
。

陳
を
救
い
、
城
父
に
陣
ど
る
。

陳
を
伐
つ
。

公
子
申
・
公
子
結
・
呉
を
伐
ち
、
桐
摘
に
及
ぶ
。

白
公
の
乱
。

(

ロ

)

「
宜
侯
矢
筆
」
な
ど
の
金
文
史
料
は
、
こ
う
し
た
封
建
の
具
睦
的
在
り
方
を
我
々
に
提
示
し
て
く
れ

る
。
し
か
し
、
西
周
勢
力
の
東
南
へ
の
進
出
は
、
穆
王
の
こ
ろ
か
ら
停
滞
し
、
遠
方
の
諸
侯
は
土
着
化
の
傾
向
を
強
め
、
西
周
の
滅
亡
と
東
遷

(

日

)

基
本
的
に
こ
の
傾
向
を
嬰
化
さ
せ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

十十
六五九六

の
移
動
の
質
態
が
細
か
く
追
求
さ
れ
た
。

と
い
う
事
件
も
、

今
問
題
と
す
る
の
は
、

こ
う
し
た
園
々
の
一
部
で
あ
る
。

表

-L
に
も
示
さ
れ
た
よ
う
に
、
許
園
は
し
ば
ら
く
経
験
す
る
こ
と
の
な
か
っ
た
逼
徒
を
、
史
料
の
示
す
所
で
は
主
に
楚
の
意
向
に
よ
っ
て
、
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か
も
か
な
り
頻
繁
に
経
験
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

し

で
は
、
許
園
の
遷
徒
は
、

い
か
な
る
意
園
の
も
と
に
、
ま
た
い
か
な
る
内
容
を
も
っ
て
、
遂
行
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
黙
を
明
ら
か
に
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す
る
た
め
に
、

ま
ず
は
「
表
2
」
に
楚
の
軍
事
行
動
と
封
楚
従
属
園
の
動
向
と
を
関
聯
づ
け
て
ま
と
め
て
お
く
。
な
お
、
本
論
で
問
題
と
す
る

「
劉
楚
従
属
園
」
と
は
、
方
城
の
内
外
に
あ
っ
て
楚
と
寧
事
行
動
を
共
に
し
た
陳

・
奈

・
鄭

・
許
・
頓
・
沈
・
胡

・
道

・
房

・
唐
・
随
を
指
す

も
の
と
し
、
申
等
要
検
討
の
小
園
も
、
適
宜
こ
れ
に
加
え
て
考
察
す
る
。

「表
2
」
は
針
楚
従
属
園
関
係
の
記
事
の
一
部
に
す
ぎ
な
い
の
で
、
そ
の
こ
と
を
ま
ず
念
頭
に
置
い
て
戴
か
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
上
で

こ
れ
を
見
た
だ
け
で
も
、
楚
の
封
中
原
戦
略
の
中
で
、
針
楚
従
属
園
は
、

ま
ず
そ
の
軍
事
力
(
兵
員
と
し
て
の
「
人
」
)
が
期
待
さ
れ
て
い
る
と
い

う
こ
と
に
気
付
く
で
あ
ろ
う
。
各
園
の
君
主
自
ら
が
従
軍
す
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
こ
と
か
ら
見
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
閣
の
軍
の
主
流
が
参
加

し
て
い
る
に
相
違
な
い
。
次
に
、
各
園
君
主
た
ち
は
、
菅
を
盟
主
と
す
る
中
原
勢
力
と
盟
を
取
り
交
わ
す
際
の
参
加
者
と
し
て
も
期
待
さ
れ
て

い
る
(
例
え
ば
成
二
)
。

こ
れ
は
首
時
の
枇
曾
的
要
請
と
し
て
、
諸
侯
同
士
に
よ
る
盟
が
、

な
お
賓
際
に
機
能
し
て
い
た
か
ら
と
思
わ
れ
る
。

許
も
、
こ
う
し
た
封
楚
従
属
園
の
一
つ
と
し
て
、
楚
の
勢
力
固
に
遷
っ
て
き
た
以
上
、
こ
の
雨
者
が
期
待
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
楚
と

し
て
、
前
線
に
近
く
、

し
か
も
ま
た
中
原
勢
力
の
手
に
落
ち
る
危
険
の
少
な
い
都
市
を
許
に
輿
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

-8-

す
れ
ば
、
軍
国
の
一
翼
を
捨
う
は
ず
の
許
が
、
菅
を
中
心
と
す
る
中
原
勢
力
に
附
い
て
し
ま
う
の
は
痛
手
で
あ
り
、
こ
れ
を
阻
止
す
る
方
策
と

許
の
側
も
、
自
ら
す
す
ん
で
遷
徒
を
願
い
出
て
い
る
貼
か
ら
見
て
〈
『
左
停
』
成
公
十
五
年

〈前
五
七
六
〉)
、
遷
徒
の
利
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

菅

・
楚
聞
に
位
置
す
る
闘
に
と
っ
て
、
楚
に
附
く
の
が
有
利
か
、

あ
る
レ
は
菅
に
附
く
の
が
有
利
か
は
、
ぎ
り
ぎ
り
の
選
捧
を
迫
ら
れ
る
重
要

問
題
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
許
は
都
闇
鄭
と
久
し
く
抗
争
を
く
り
か
え
し
て
い
た
が
(
表
2
の
『
左
停
』
成
公
四
年
か
ら
十
五
年
篠
参
照
)
、
成
公
十

五
年
ま
で
は
、
こ
の
問
題
解
決
に
嘗
っ
て
、

菅

・
楚
い
ず
れ
に
附
く
か
が
決
定
し
て
い
な
い
。
結
局
鄭
の
菅

・
楚
雨
園
と
の
地
理
的
位
置
関
係

が
、
こ
れ
を
決
定
に
導
い
た
と
思
う
。
鄭
は
た
び
た
び
針
楚
従
属
の
態
度
を
示
し
な
が
ら
、
こ
れ
も
た
び
た
び
楚
に
反
旗
を
翻
し
た
。
楚
は
こ

の
鄭
よ
り
も
許
を
ま
ず
取
り
込
み
、
許
も
楚
に
頼
る
こ
と
で
鄭
の
脅
威
を
除
こ
う
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

で
は
、
自
ら
の
選
揮
で
選
徒
し
た
許
は
、
園
の
構
成
要
素
の
う
ち
ど
の
部
分
を
主
睦
と
し
て
遷
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
葉
に
遷
っ
た
時
の
史

料
は
、
選
徒
の
事
買
を
述
べ
る
程
度
で
あ
る
が
、

『
左
俸
』
昭
公
九
年
(
前
五
三
三
)
に
、
さ
ら
に
城
父
(
夷
)
に
遷
っ
た
時
の
記
述
は
次
の
よ
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う
に
示
唆
に
富
む
。

二
月
庚
申
、
楚
の
公
子
棄
疾
、
許
を
夷
に
遷
す
。
貫
に
城
父
な
り
。
州
来
の
准
北
の
田

c.は都邑。語其駿主編『中園歴史地図集』第一加をもとに作成〉

を
取
り
て
以
て
こ
れ
に
盆
す
。
伍
奉
、
許
男
に
田
を
授
く
。
然
丹
、
城
父
の
人
を
陳
に

遷
し
、
夷
の
濃
西
の
回
を
以
て
こ
れ
に
盆
す
。
方
域
外
の
人
を
許
に
遷
す
。

こ
の
一
連
の
遷
徒
で
は
、

ま
ず
、
許
を
城
父
に
移
す
た
め
に
、
そ
の
城
父
の
「
人
」
を
陳

に
遷
し
、
陳
の
「
人
」
が
増
加
し
た
の
で
、

(

H

)

 

西
の
田
を
、
陳
に
属
せ
し
め
た
黙
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
時
遷
さ
れ
た
城
父
の
「
人
」
と
殺

も
と
も
と
城
父
(
夷
〉
に
属
し
て
い
た
殺
水
の

一
定
の
関
わ
り
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
楊
伯
峻
氏
は
彼
ら
を
も
と
よ
り

(

日

)

の
陳
人
で
、
陳
が
鯨
に
さ
れ
た
際
に
遷
さ
れ
て
い
た
も
の
と
し
て
い
る
が
、
陳
を
鯨
に
し
た

(

日

)

の
は
前
年
(
昭
公
八
〉
十
月
の
こ
と
で
あ
り
、
今
問
題
と
な
っ
て
い
る
記
載
は
二
月
の
こ
と
で

「
人
」
の
移
動
が
あ
ま
り
に
急
す
ぎ
る
こ
と
に
な
っ
て
、

水
の
西
の
固
と
が
、
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あ
る
か
ら
、

「
こ
れ
に
盆
す
」
と

い
う
史
料
の
表
現
上
、
そ
の
想
定
は
適
嘗
で
な
い
。
た
だ
し
、
濃
水
の
西
の
田
は
、
陳
の
田

に
鄭
接
し
て
い
た
は
ず
(
附
園
)
で
、

そ
の
耕
作
民
は
遷
徒
の
事
買
に
闘
わ
ら
ず
も
と
の
ま

ま
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
れ
た
城
父
の
人
と
は
、

上
記
史
料
の
表
現
か
ら
見
て
、
こ
こ
に
蓮
従

「
こ
れ
に
盆
」
さ
れ
た
濃
水
の
西
の
回
の
耕
作
民
で
は
な
く
、
彼

し
た
が
っ
て
、

ら
と
の
一
定
の
関
係
を
持
つ
、
あ
る
い
は
新
た
に
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
者
た
ち
と
考
え
た
ほ

(

げ

)

う
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

附国

「
人
」
に
つ
い
て
は
、

か
つ
て
松
本
光
雄
氏
が
、

西
周
か
ら
春
秋
初
期
ま
で
の
社
曾
構
造

(
問
)

の
基
礎
を
成
し
た
邑
な
ら
び
に
園
・
都
・
都
の
支
配
者
層
と
規
定
し
た
。
最
近
、
吉
本
道
雅
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氏
は
、

(

悶

〉

「春
秋
園
人
考
」
の
中
で
、
園
人
な
る
用
語
が

「
人
」
の
み
な
ら
ず
、

「
民
」
の
一
部
と
重
な
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
の
重
な
る
部
分

と
は
兵
役
を
負
携
す
る
者
で
、
カ
役
を
負
措
す
る
者
は
こ
れ
に
含
ま
れ
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
氏
は
、
園
人
の
社
曾
的
性
格
と
し
て
、

第

一
に
「
園
」
外
の
田
を
保
有
し
こ
れ
を
経
済
的
基
盤
と
す
る
領
主
的
(
搾
取
の
具
鐙
的
あ
り
方
に
は
燭
れ
ず
)
存
在
で
あ
り
、
第
二
に
身
分
的
な

兵
役
負
捲
者
で
、
ま
た
軍
賦
(
軍
需
品
)
を
も
負
携
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

(

却

〉

上
記
の
城
父
の
「
人
」
も
、
吉
本
道
雅
氏
の
見
解
に
沿
う
形
で
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
同
時
に
遷
徒
の
封
象
と
さ
れ
た
方
域
外
の
「
人
」

に
つ
い
て
も

(
の
「
人
」
〉
に
つ
い
て
も
、
同
様
の
こ
と
が
言
え
よ
う
。
許
に
つ
い
て
更
に
一
考
す
れ
ば
、

「
州
来
と
准
北
の
田
」
で
は
一
一
意
味
が
通
じ
な
い
か
ら
、
准
水
の
北
岸
に
位
置
し
、
准
水
の
南
北
い
ず
れ
に
も
あ
っ
た
は
ず
の
州
来

(

幻

〉

准
水
の
北
に
あ
っ
て
城
父
に
郷
接
す
る
一
帯
を
指
す
も
の
(
州
来
の
准
北
の
田
)
で
あ
ろ
う
。
許
の
君
に
輿
え
ら
れ
た
の

ま
た
「
許
」

益
さ
れ
た
「
州
来
准

北
田
」
は

の
所
轄
田
の
う
ち
、

は
、
こ
れ
を
含
め
た
城
父
の
田
す
べ
て
で
あ
る
が
、
陳
に
遷
徒
さ
れ
た
城
父
の
「
人
」
に
つ
い
て
の
上
記
の
事
情
を
封
照
さ
せ
て
み
る
と
、
こ

の
時
葉
か
ら
遁
徒
し
た
許
の
「
人
」
は
、
州
来
の
准
北
の
田
に
闘
わ
る
規
模
の
も
の
(
田
を
ど
の
よ
う
に
関
わ
ら
せ
る
か
、
配
分
の
有
無
や
そ
の
方
法

- 10-

は
不
明
)
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。

許
が
遷
徒
し
た
後
の
葉
に
は
、
方
城
外
の
「
人
」
を
遷
し
て
い
る
。
田
を
盆
し
た
と
い
う
記
載
が
な
い
か
ら
、
こ
こ
に
遷
徒
さ
れ
た
「
人
」

の
規
模
は
蛍
然
葉
か
ら
城
父
に
遁
さ
れ
た
許
の

「
人
」
の
規
模
に
等
し
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
の
規
模
は
、
葉
が
重
鎮
た
る
大
邑
で
あ
る
こ
と

と
、
許
の
城
父
へ
の
遁
徒
に
伴
っ
て
盆
さ
れ
た
田
が
州
来
所
轄
の
田
の
一
部
で
あ
る
こ
と
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
従
来
よ
り
葉
に
居
住
し
た

「
人
」
の
規
模
の
一
部
に
相
嘗
す
る
と
思
う
。
葉
は
許
が
こ
こ
に
遷
徒
し
て
以
降
ず
っ
と
許
の
君
の
支
配
下
に
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
が
、
許
が

こ
こ
か
ら
域
父
へ
遁
徒
す
る
に
嘗
っ
て
、
そ
の
主
健
と
な
っ
た
の
は
、
園
を
構
成
す
る
「
人
」
の

一
部
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
遷
徒

に
嘗
っ
て
、
許
園
や
各
都
市
の
「
人
」
の
秩
序
に
封
し
、
楚
が
強
力
に
介
入
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

許
が
「
荊
」
に
、
運
さ
れ
た
後
、

卒
王
に
よ
っ
て
復
さ
れ
た
先
が
葉
と
考
え
ら
れ
る
(
上
述
〉
事
貫
も

こ
こ
に
想
定
さ
れ
た
棄
の
闘
の
人
の

出
自
と
の
闘
聯
に
お
い
て
興
味
深
い
。



今
問
題
と
し
て
い
る
遷
徒
は
、

楚
の
一
意
向
に
よ
っ
て
奉
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、

自
ら
希
望
し
て
葉
に
遁
徒
し
た
嘗
時
の
許
の
賞
盟

が
、
新
た
に
葉
に
お
い
て
構
成
す
る
こ
と
と
な
っ
た
園
の
要
素
の
一
部
で
あ
っ
た
か
、
あ
る
い
は
城
父
に
遷
従
し
た
時
と
違
っ
て
、
そ
の
す
べ

て
で
あ
っ
た
か
と
い
っ
た
黙
は
、
に
わ
か
に
は
断
じ
難
い
。
し
か
し
、
以
上
に
検
討
し
て
き
た
結
果
か
ら
推
し
て
、
少
な
く
と
も
、
遷
徒
の
主

瞳
が
「
園
人
」
(
吉
本
氏
の
見
解
を
考
慮
に
入
れ
る
〉
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
所
だ
ろ
う
。

以
上
に
検
討
し
て
き
た
結
果
を
踏
ま
え
、
以
下
に

は
、
こ
の
「
園
人
」
と
い
う
用
語
を
使
用
し
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る
。
す
で
に
使
用
し
て
き
た
用
語
の
う
ち
、
冒
頭
に
使
用
し
た
「
居
民
」
と
本

節
に
使
用
し
た
「
人
」
と
は
、
こ
の
「
園
人
」
に
置
換
し
て
差
し
支
え
な
い
。

き
て
、
許
は
城
父
に
遷
徒
し
て
わ
ず
か
二
年
後
に
、
「
荊
」
に
遁
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
「
荊
」
は
楚
の
別
稿
と
し
て
つ
と
に
有
名
で
あ

る
が
、
こ
こ
に
言
う
「
荊
」
は
、
次
節
に
も
検
討
す
る
通
り
、
少
な
く
と
も
方
城
の
内
を
示
す
語
と
考
え
た
い
。
で
は
こ
の
場
合
の
遷
徒
主
瞳

は
ど
ん
な
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
件
に
閲
し
て
示
唆
を
興
え
て
く
れ
る
の
は
、

(

包

)

や
方
域
内
外
の
動
静
を
述
べ
た
記
述
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
「
楚
の
公
子
比
・
公
子
黒
肱
・
公
子
棄
疾
・
蔓
成
然
・
察
の
朝
果
、
陳
・
察
・
不

糞

・
許
・
葉
の
師
を
帥
い
、
四
族
の
徒
に
因
り
て
以
て
楚
に
入
る
に
と
あ
る
。
四
族
と
は
驚
氏
・
許
僅

・
察
消

・
蔓
成
然
を
言
う
(
杜
注
〉
。

公
子
比
以
下
五
人
の
人
物
と
、
陳
以
下
五
つ
の
邑
の
軍
と
が
叫
割
腹
す
る
こ
と
は
、
数
値
上
の
一
致
か
ら
初
歩
的
に
想
定
さ
れ
る
。
嘗
一
該
記
事
に

擦
れ
ば
、
公
子
比
と
公
子
黒
肱
は
、
観
従
の
計
略
に
よ
っ
て
禁
に
押
し
立
て
ら
れ
、
や
が
て
は
そ
れ
ぞ
れ
王
〈
醤
敷
〉

・
令
予
と
な
る
。

陳

・
察

の

園

人

は

、

復

園

の

拘

束

を

取

り

つ

げ

て

叛

観

に

加

携

し

た

。

公

子

比

・

公

子

黒

肱

が

察

に

『
左
俸
』
昭
公
十
三
年
(
前
五
二
九
)
の
、

卒
王
〈
公
子
棄
疾
)
即
位
に
到
る
ま
で
の
霊
王

-11ー

奈
の
管
領
者
(
禁
公
〉
で
あ
っ
た
公
子
棄
疾
は
、

入
っ
た
際
に
一
度
は
逃
れ
、
後
に
推
戴
さ
れ
て
南
者
と
盟
い
、

殺
せ
し
め
て
王
と
な
る
〉
が
、
そ
の
盟
っ
た
場
所
は
、

や
が
て
公
子
比
(
醤
数
)
の
下
の
司
馬
と
な
る
(
途
に
は
公
子
比
・
公
子
黒
肱
を
自

禁
と
不
巽
と
の
聞
に
あ
る
部
(
現
河
南
省
潔
河
市
東
南
〉
で
あ
っ
た
。

以
上
の
事
情
を
勘
案

す
れ
ば
、

公
子
棄
疾
が
と
り
あ
え
ず
逃
れ
た
の
は
不
糞
で
あ
り
(
あ
る
い
は
「
荊
」
に
遷
さ
れ
た
胡
の
奮
都
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
都
邑
は
地
理
的
に

473 

見
て
不
奨
の
強
い
影
響
下
に
あ
っ
た
に
違
い
な
い
)
、
陳

・
察
は
一
時
的
に
せ
よ
彼
の
直
接
的
影
響
下
に
は
な
い
肢
況
で
あ
っ
た
と
考
え
て
差
し
支
え
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な
い
の
で
は
な
い
か
。

そ
し
て
結
局
の
と
こ
ろ
、

公
子
比
・
公
子
黒
肱
が
そ
れ
ぞ
れ
王
・
令
予
と
し
て

祭
り
上
げ
ら
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
か

ら
、
復
園
を
改
定
さ
れ
た
陳
・

奈
が
彼
ら
の
指
揮
下
に
入
っ
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

か
く
し
て
上
記
五
つ
の
人
名
と
邑
軍
と
の
う

ち
、
上
三
者
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
封
臆
が
追
え
る
こ
と
に
な
る
。
残
る
二
者
に
つ
い
て
も
、
同
様
に
考
え
て
よ
か
ろ
う。

「
許
・

葉
」
は

「
許
葉
」
な
る

一
邑
で
は
な
く

「許
」
と

「
業
」
の
南
邑
の
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
許
の
軍
は
蔓
成
然
が
指
揮
し
て
い
た
の
で
あ
る。

彼
は
楚
の
有
力
氏
族
闘
氏
の
族
員
で
あ
っ
た
。

ヲ
心
と
'
と
、

あ
る
い
は
准
水
の
上
流
に
あ
っ
て
は

五
者
に
指
揮
さ
れ
て
「
楚
に
入
る
」
こ
と
に
な
る
。

方
城
の
延
長
上
に
概
念
的
に
設
定
さ
れ
た
線
上
を
越
え
る
こ
と
を
一
意
味
す
る
は
ず
(
簸
王
の

「楚
に
入
る
」
と
は
、
方
城
の
内
に
入

嘗
一該
記
事
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
五
邑
の
軍
は、

軍
が
乾
鋭
か
ら
引
き
返
す
途
中
皆
梁

〈
現
河
南
省
信
陽
市
〉
に
お
い
て
潰
え
た
と
い
う
事
質
〈
嘗
一
該一
記
事
、
関
聯
内
容
後
述
〉
は
、
そ
の
意
味
で
象
徴
的
で
あ
る
)

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
と
、
許
以
外
の
陳
・

察

・
不
襲

・
葉
が
方
城
の
外
の
大
城
で
あ
る
こ
と
か
ら
許
も
方
城
の
外
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
自
然
に
想
定
さ
れ
て
く
る
。
更
に
、
方
城
の
外
に
あ

っ
て
許
と
稿
し
得
る
の
は
、

か
つ
て
許
が
都
を
置
い
た
葉
と
城
父
で
あ
る
が
、
葉
は
上

一一 12

記
嘗
一
該
記
事
の
中
で
許
と
並
稿
さ
れ
る
邑
と
し
て
登
場
す
る
の
で
、
問
題
の
許
は
城
父
で
は
な
い
か
と
想
定
さ
れ
て
く
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
こ

封
徐
戦
役
の
後
援
と
し
て
乾
鰯
に
陣
を
張
っ
て
い
る
。

に
問
題
が
生
じ
る
。
前
年
(
昭
公
十
二
年
〉
の
記
事
に
よ
れ
ば

霊
王
は
、

こ
の
乾
駅間

は、

城
父
に
ご
く
近
い
の
で
、
も
し
霊
王
が
そ
の
ま
ま
乾
鉛
に
陣
を
張
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
城
父
の
異
嬰
は
す
み
や
か
に
察
知
さ
れ
る
に
相

遣
な
い
。
こ
う
考
え
て
く
る
と
、
山
到
霊
王
叛
凱
寧
の
一
角
を
占
め
る
許
の
軍
が
、
城
父
の
軍
で
あ
っ
た
と
い
う
説
明
は
少
々
苦
し
い
も
の
と
な

る
と
こ
ろ
が
、
こ
こ
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
買
は
城
父
の
地
理
的
位
置
で
あ
る
。
霊
王
は
封
徐
戦
役
の
後
援
と
し
て
乾
期
に
陣

を
張
っ

た
。

こ
れ
に
先
立
ち
、

州
来
で
田
劉
(
箪
事
演
習
)
を
し
て
い
る
が
、

」
の
州
来
こ
そ
が
、
鍾
離
を
は
さ
ん
で
徐
に
針
峠
す
る
位
置
に

あ
る
の
で
あ
る
。
と
な
れ
ば
、
こ
の
戦
役
で
要
の
位
置
に
あ
る
の
は
州
来
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
城
父
は
こ
の
州
来
に
都
接
す
る
と
は
い
え
、

西
の
か
た
陳
と
よ
り
近
く
邦
接
す
る
。
ま
た
、
そ
の
北
に
は
宋
が
あ
り
、
針
中
原
戦
略
の
接
結
で
も
あ
る
(
以
上
九
頁
附
園
)
。

と
な
れ
ば

ヤ
」



の
城
父
の
軍
が
陳
・
察
・
不
糞
・
葉
と
い
う
方
域
外
の
大
ロ
巴
の
軍
と
行
動
を
と
も
に
し
て
い
た
と
し
て
も
、
何
ら
不
思
議
は
な
い
こ
と
に
な
る

だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
問
題
の
許
は
城
父
の
こ
と
で
あ
る
と
の
想
定
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。

あ
る
い
は
、
許
が
「
荊
」
に
遷
徒
し
た
後
も
、
そ
の
軍
だ
け
は
方
城
の
外
に
あ
り
、
こ
れ
が
叛
乱
に
加
わ
っ
た
と
い
う
想
定
も
可
能
か
も
し

れ
な
い
。
た
だ
し
、
こ
の
場
合
は
、
兵
砧
線
が
長
く
な
る
の
を
承
知
し
な
が
ら
、
な
ぜ
「
荊
」
に
遷
徒
さ
せ
た
の
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
。

上
掲
昭
公
九
年
僚
に
も
、
「
方
域
外
の
人
を
許
に
遷
す
」
と
し
て
、
許
が
城
父
に
遷
徒
し
た
後
の
葉
に
封
し
て
も
、
嘗
園
名
た
る
許
を
使
用

す
る
例
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
場
合
は
、
許
が
城
父
に
遷
徒
す
る
際
の
記
事
中
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
こ
に
城
父
を
許
と
稽
す
る
と

す
れ
ば
、
許
が
「
荊
」
に
遷
さ
れ
て
二
年
後
の
こ
と
と
な
り
、
遭
っ
た
先
の
許
が
、
明
ら
か
に
存
在
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
た
か
も

貫
置
な
き
が
ご
と
く
で
あ
る
。
城
父
の
園
人
の
構
成
す
る
軍
国
が
許
の
箪
と
帯
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
嘗
て
そ
こ
が
許
の
君
の
支
配
下

に
あ
っ
た
か
ら
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
軍
を
構
成
す
る
園
人
の
中
に
嘗
て
許
の
園
人
で
あ
っ
た
者
が
少
な
か
ら
ず
含
ま
れ
て
い
た
か
ら
に
相
違

縮
小
さ
れ
、

な
い
。
西
周
以
来
俸
統
的
に
結
び
つ
い
て
き
た
許
の
君
と
園
人
と
い
う
観
貼
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
一意
味
に
お
け
る
園
人
の
敷
は
遷
徒
の
た
び
に

「
荊
」
に
遷
っ
た
許
に
あ

っ
て
は
、
言
わ
ば
公
室
を
中
心
と
す
る
園
の
中
核
の
み
が
残
っ
た
と
は
言
え
な
い
か
。
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問
題
の
許
軍
が
、

「
荊
」
に
遷
徒
し
た
後
の
許
が
涯
遣
し
た
も
の
と
想
定
す
る
場
合
も
、
そ
の
軍
が
、
許
の
君
で
な
く
楚
の
有
力
氏
族
闘
氏

し
か
も
、
葉
か
ら
城
父

の
一
員
た
る
蔓
成
然
に
指
揮
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
貫
は
、
楚
の
強
力
な
介
入
の
跡
を
具
示
す
る
よ
う
で
興
味
深
い
。

へ
の
遷
徒
を
参
照
す
る
だ
け
で
も
、
園
人
の
構
成
が
か
な
り
嬰
改
さ
れ
た
こ
と
が
、
充
分
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
考
え
を
準
め
て
く
る
と
、
冒
頭
に
提
示
し
た
昭
公
十
三
年
の
記
事
に
お
け
る
他
の
五
園
、
す
な
わ
ち
胡
・
沈
・
道
・
房
・
申
に
つ

い
て
も
、
同
様
の
解
樟
が
要
求
さ
れ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、

(
幻
)

で
あ
る
。
氏
の
見
解
で
は
、
嘗
一
該
記
事
を
大
城
建
設
に
か
ら
め
て
解
揮
す
る
の
で
、
こ
の
大
城
建
設
と
関
わ
ら
せ
た
議
論
が
別
に
必
要
と
な
っ

「
は
じ
め
に
L

に
示
し
た
谷
口
氏
等
の
見
解
と
相
違
す
る
の

て
く
る
。

475 
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「
遷
許
胡
沈
道
房
申
於
荊
」
の
意
義

嘗
一該
記
事
の
遷
徒
の
目
的
が
、
も
し
慢
に
大
城
建
設
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
史
料
に
そ
の
事
責
を
直
接
間
接
に
示
す
記
載
が
あ
る
こ
と
が
要
求

さ
れ
る
他
、
史
料
相
互
に
矛
盾
の
な
い
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
貫
際
は
、
記
載
が
見
嘗
た
ら
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
史
料
か
ら
は
矛

盾
す
る
事
態
が
看
取
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

軍
事
的
大
城
に
と
っ
て
必
須
不
可
飲
の
要
素
は
、
嘗
時
の
軍
国
を
構
成
し
た
園
人
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
が
、
嘗
一
該
六
園
の
園
人
を
「
荊
」

に
遷
し
た
と
し
て
、
ど
こ
に
大
城
を
建
設
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
最
大
の
目
的
は
、
園
都
郵
か
ら
の
兵
結
線
の
長
さ
を
克
服
す
る
こ
と
で
あ

(μ) 

る
は
ず
だ
か
ら
、

「
荊
」
を
方
城
の
内
と
解
稗
し
た
上
で
、
方
城
の
近
く
と
す
る
の
が
安
嘗
で
あ
る
。
郵
や
郡
と
い
っ
た
漢
水
流
域
の
都
市
よ

り
南
を
考
え
る
と
、

園
人
が
質
際
に
戦
闘
す
る
方
城
の
外
と
の
距
離
が
離
れ
る
と
い
う
貼
で
、
丘
ハ姑
線
の
長
さ
の
克
服
に
矛
盾
し
て
く
る
。

こ
の
僚
件
を
満
た
す
都
市
と
し
て
ま
ず
翠
げ
ら
れ
る
の
は
、
鯨
の
置
か
れ
た
申
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
ま
ず
、
遷
徒
の
鈎
象
と
な
っ
て

い
る
申
が
申
鯨
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

「
申
か
ら
申
に
遷
す
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
、
表
現
上
矛
盾
す
る
。

- 14ー

申
勝
以
外
の
方
城
内
都
市
(
例
え
ば
琴
)
の
大
械
化
が
園
ら
れ
た
場
合
を
想
定
し
て
み
て
も
、
以
下
に
述
べ
る
よ
う
に
、
申
豚
と
の
闘
わ
り
で

矛
盾
が
生
じ
る
。
ま
ず
、
首
一
該
六
圏
中
の
申
が
買
は
申
厭
で
あ
り
、
遁
さ
れ
た
の
が
そ
の
園
人
で
あ
る
と
想
定
し
た
場
合
を
考
え
よ
う
。
そ
も
そ

も
、
「
荊
」
な
る
語
を
方
城
に
か
ら
め
て
解
四
拝
す
れ
ば
、
上
記
の
よ
う
に
申
腕
も
こ
れ
に
入
っ
て
く
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、

「申
豚
か
ら
の
遷

徒
」
に
劃
し
て

「
荊
に
遷
る
」
と
い
う
表
現
は
使
え
な
い
。
今
慢
に
こ
の
こ
と
を
お
く
と
し
て
も
、
申
も
方
城
内
の
大
邑
で
あ
り
、
そ
の
園
人

の
削
減
は
、
避
け
る
べ
き
筋
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
何
ら
補
完
措
置
が
講
ぜ
ら
れ
る
こ
と
も
な
く
、
こ
れ
を
遷
す
と
い
う
の
は
、
奇
妙
な
こ
と

に
な
る
。
ま
た
、
卒
王
即
位
(
『
左
停
』
昭
公
十
三
年
)
に
首
た
っ
て
、
首
一
詔
六
園
は
も
と
に
復
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
も
補
完
措
置
が
講
ぜ
ら

れ
ぬ
限
り
、
大
城
化
の
園
ら
れ
た
大
邑
も
、
人
的
規
模
が
も
と
に
も
ど
っ
て
し
ま
う
と
い
う
矛
盾
が
生
じ
る
。
そ
も
そ
も
大
城
の
建
設
は
、
そ

(

M

)

 

れ
な
り
の
必
然
に
よ
っ
て
痛
さ
れ
る
も
の
で
、
言
わ
ば
園
の
大
事
で
あ
り
、
敵
射
す
る
園
に
と
っ
て
は
大
い
な
る
脅
威
と
な
る
。
従
っ
て
、
あ



(

お

)

る
都
市
の
大
城
化
が
園
ら
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
上
記
の
よ
う
な
補
完
措
置
等
が
、
記
録
に
残
ら
な
い
は
ず
が
な
い
で
あ
ろ
う
。

次
に
、
申
が
申
鯨
と
は
別
に
方
城
の
外
に
復
さ
れ
て
い
た
場
合
を
考
え
て
み
よ
う
。
嘗
一
諒
六
園
が
す
べ
て
方
城
の
外
に
位
置
す
る
こ
と
に
な

る
か
ら
、
蓮
徒
の
表
現
に
は
矛
盾
し
な
い
。

た
だ
し
こ
の
場
合
は
、
申
鯨
を
経
営
す
る
一
方
で
、
申
闘
を
復
し
て
い
た
こ
と
に
な
り
、

つ
ま
り

は
、
公
室
の
存
績
が
重
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
一
意
味
す
る
。
と
い
う
の
も
、
も
と
も
と
の
申
園
の
園
人
た
ち
は
、
申
豚
設
置
後
そ
こ
に
止
ま
っ

(

お

)

て
「
申
の
師
」
の
重
要
な
構
成
員
と
な
っ
た
は
ず
で
、
後
に
な
っ
て
別
に
申
園
を
復
し
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
何
ら
か
の
祉
曾
的
要
請
(
下
に

検
討
〉
に
よ
っ
て
、
公
室
の
存
績
が
は
か
ら
れ
た
結
果
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
首
該
記
事
に
つ
い
て
も
、
公
室
の
破
砕
・

迫
放
に
よ
る
園
人
の
遷
徒
と
い
う
よ
り
は
、
公
室
を
存
績
さ
せ
な
が
ら
の
遷
徒
を
考
え
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
。
申
園
の
遁
徒
し
た
先
が
申
鯨
で

あ
る
と
し
た
場
合
も
、
同
様
に
遷
徒
の
表
現
そ
の
も
の
に
は
矛
盾
し
な
い
し
、
や
は
り
公
室
の
存
績
が
前
面
に
出
て
く
る
が
、
間
開
設
置
の
た
め

に
一
旦
は
滅
ぼ
し
、
別
地
に
遷
し
て
い
た
申
の
公
室
を
、
も
と
に
も
ど
す
こ
と
は
考
え
難
い
の
で
、
こ
の
想
定
は
一
躍
除
外
し
て
お
き
た
い
。

(

幻

)

「
滅
頼
」
の
こ
と
に
鰯
れ
、
こ
の
頼
の
滅
園
、が
、
遷
徒
の
前
提
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
し
か

し
、
こ
れ
に
闘
す
る
『
左
惇
』
昭
公
四
年
(
前
五
三
八
〉
の
次
の
記
事
を
つ
ぶ
さ
に
検
討
し
て
み
る
と
、

頼
は
、

部
に
遷
さ
れ
る
以
前
に
復
さ

- 15ー

な
お
、
谷
口
氏
は
嘗
一
該
記
事
に
か
ら
め
て
、

れ
て
い
た
こ
と
が
剣
る
。

れ
を
淑
奉
に
問
ふ
。
劉
へ
て
回
く

「
成
王
、
許
に
克
ち
し
と
き
、

ひ
だ
り
か
た
ぬ
ひ
つ
ぎ
に

は

い

た

士
は
担
ぎ
槻
を
輿
ひ
て
こ
れ
に
従
ひ
、
中
軍
に
造
る
。
王
、
こ

み
ず
か

是
の
如
し
。
王
親
ら
其
の
縛
を
樟
き
、
其
の
壁
を
受

許
の
信
公、

〈
ち
ふ
く

遂
に
諸
侯
を
以
い
て
頼
を
滅
ぼ
す
。
頼
子
は
面
縛
し
壁
を
街
み
、

け
、
其
の
槻
を
焚
き
き
。
」
と
。
王
、
こ
れ
に
従
ふ
。

こ
こ
に
例
示
さ
れ
た
許
の
事
件
は
、

そ
こ
で
は
許
は
許
さ
れ
て
封
を
復
さ
れ
て
い
る
(
「
使
復
其

〈

お

)

こ
こ
に
「
王
、
こ
れ
に
従
ふ
」
と
い
う
の
は
、
頼
の
復
園
を
意
味
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
頼
の
こ
の
記
載
は
、
谷
口
氏
の
想
定
と
は

信
公
六
年
(
前
六
五
四
〉
に
記
さ
れ
て
お
り
、

所」〉
。

裏
腹
に
、
公
室
の
存
績
と
遁
徒
と
を
か
ら
ま
せ
た
事
例
と
な
る
。
そ
し
て
、
上
記
の
嘗
一
該
記
事
の
六
園
に
つ
い
て
の
想
定
を
支
持
す
る
も
の
と

477 

な
る
。
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し
た
が
っ
て
、
も
は
や
遷
徒
の
目
的
は
大
城
建
設
以
外
に
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
前
節
に
言
及
し
た
よ
う
に
、
遷
従
の
主

燈
が
公
室
を
中
心
と
す
る
園
の
中
援
で
あ
る
と
偲
定
す
る
と
、

上
に
示
し
た
よ
う
な
大
城
建
設
に
関
わ
る
矛
盾
は
考
慮
す
る
必
要
が
な
く
な

象
と
な
る
。

る
。
遷
徒
先
と
し
て
は
、
嘗
面
除
外
し
て
い
た
郵
や
那
と
い
っ
た
漢
水
流
域
の
都
市
、
お
よ
び
そ
れ
よ
り
南
に
位
置
す
る
も
の
も
、
考
慮
の
針

た
だ
こ
の
場
合
は
、
申
園
の
検
討
で
は
か
ら
ず
も
言
及
す
る
こ
と
に
な
っ
た
「
公
室
の
存
績
」
と
い
う
問
題
が
浮
上
し
て
く
る
。

そ
の
重
要
性
が
説
明
で
き
な
い
限
り
、
首
一
該
記
事
の
遷
徒
の
意
味
も
解
稗
不
能
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

前
節
に
は
、
園
人
が
楚
軍
の
一
翼
を
携
う
こ
と
を
期
待
さ
れ
て
い
た
こ
と
の
他
に
、
園
の
君
も
中
原
諸
侯
と
の
盟
に
参
董
す
る
こ
と
が
要
請

さ
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
こ
の
他
に
注
目
し
た
い
の
が
、
以
下
に
述
べ
る
公
室
と
闘
人
と
の
俸
統
的
心
情
的
結
び
附
き
で
あ
る
。

一
般
に
西
周
以
来
の
「
園
」
は
、
同
一
租
先
か
ら
出
た
問
単
純
な
同
族
集
固
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
構
成
員
た
る
園
人
は

(
m
m
〉

粗
先
を
異
に
し
た
多
く
の
異
姓
の
諸
侯
を
内
に
含
む
も
の
と
解
穫
さ
れ
て
い
る
。
園
人
と
君
と
を
結
び
つ
け
る
作
用
を
果
し
た
の
が
祉
稜
で
あ

- 16ー

り
、
そ
こ
に
宗
廟
と
は
別
に
園
に
祉
稜
が
置
か
れ
た
一
意
味
が
あ
っ
た
。
社
寝
の
も
つ
原
初
的
意
味
か
ら
は
な
れ
て
、
現
質
的
機
能
を
追
え
ば
、

こ
の
語
が
同
時
に
「
園
」
を
意
味
し
、
公
の
位
に
即
く
こ
と
を
し
ば
し
ば
「
祉
榎
の
主
と
な
る
」
と
い
う
言
葉
で
表
わ
し
て
い
る
事
寅
に
ゆ
き

(

鈎

)

あ
た
る
。
こ
の
よ
う
な
枇
稜
を
媒
介
と
し
て
、

君
と
園
人
と
が
結
び
つ
い
て
い
た
期
聞
は
相
首
長
期
に
渡
る
。

砕
・
遁
放
が
行
わ
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の
交
流
の
場
も
否
定
さ
れ
、
大
圏
の
宗
廟
の
下
に
新
し
い
秩
序
の
構
築
が
一
意
画
さ
れ
て
く
る
こ
と
に
な

園
が
滅
ぼ
さ
れ
て
公
室
の
破

る
。
こ
れ
は
、
園
人
に
と
っ
て
心
理
的
に
多
大
な
不
安
を
惹
き
起
こ
し
た
に
相
違
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
不
安
は
現
質
問
題
と
し
て
緩
和
さ
れ

る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
が
と
り
も
な
お
さ
ず
公
室
の
存
績
と
い
う
措
置
に
結
び
つ
い
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
軍
園
の

構
成
員
と
し
て
、
期
待
さ
れ
る
の
は
園
人
で
あ
る
が
、
そ
の
心
理
的
不
安
を
一
方
で
除
き
、
他
方
で
そ
の
嘗
来
の
秩
序
に
強
力
に
介
入
す
る
た

め
に
は
、
園
人
の
遷
徒
と
公
室
の
存
績
と
を
か
ら
ま
せ
る
こ
と
が
、
格
好
の
方
策
と
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

買
は
、
こ
の
公
室
の
存
績
の
重
要
性
が
、

(

叩

)

り
、
返
し
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
宣
公
十
一

年
(
前
五
九
七
〉
に
荘
王
が
陳
を
滅
ぼ
し
た
時
に
、

『
左
惇
』
の
中
で
登
場
人
物
の
言
葉
を
借
り
て
少
な
か
ら
ず
語
ら
れ
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
も
繰

こ
れ
を
諌
め
て
復
園
さ
せ
た
申
叔
時
の
言
葉
な
ど



が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
従
来
の
解
揮
で
は
、
中
原
諸
侯
閣
に
お
け
る
族
的
秩
序
の
根
強
さ
が
強
調
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。
た

だ
し
、
史
料
に
現
れ
る
、
公
統
を
断
つ
こ
と
に
射
す
る
い
わ
ゆ
る
道
徳
的
非
難
は
、
戦
園
以
降
の
儒
者
の
思
想
的
潤
色
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら

(

叩

)

れ
た
。
し
か
し
、
現
貫
の
要
請
と
し
て
、
上
述
し
た
よ
う
な
楚
側
の
封
雁
も
存
在
し
た
こ
と
に
な
る
と
、
車
に
潤
色
と
し
て
か
た
づ
け
る
わ
け

に
は
ゆ
か
な
く
な
る
。

如
上
、
二
節
に
わ
た
っ
て
検
討
し
て
き
た
貼
を
ま
と
め
る
と
、
嘗
一
該
記
事
に
記
述
さ
れ
た
六
園
の
遁
徒
は
、
ま
ず
そ
の
封
象
が
公
室
を
中
心

と
す
る
圏
の
中
援
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
そ
の
目
的
は
、
園
人
の
蒼
秩
序
に
強
力
に
介
入
す
る
一
方
で
、
公
室
の
存
績
を
ゆ
る
し
て
そ
の
園
人
の

心
理
的
安
定
を
園
る
貼
に
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
検
討
の
過
程
で
、
従
来
不
明
で
あ
っ
た
嘗
一
該
記
事
中
の
「
申
」
の
貫
睦
が
、
申
豚
と

は
別
に
復
さ
れ
て
い
た
申
園
の
、
公
室
を
中
心
と
す
る
園
の
中
援
で
あ
る
こ
と
も
明
ら
か
と
な
っ
た
。
道
・
房
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
に
準
ず
る

べ
き
で
あ
る
。

四

お

わ

り

- 17ー

谷
口
瀬
氏
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
た
大
城
建
設
の
問
題
は
、
従
来
と
も
す
れ
ば
民
族
的
秩
序
の
強
固
さ
を
説
明
す
る
た
め
に
の
み
使
用
さ
れ
が

ち
で
あ
っ
た
大
邑
を
、
楚
の
劉
外
諜
展
、
領
域
擦
大
準
展
の
中
に
位
置
づ
け
、
新
た
な
問
題
を
投
げ
か
け
た
。
し
か
し
、
そ
の
際
こ
れ
に
関
聯

づ
け
て
言
及
さ
れ
た
昭
公
十
三
年
の
嘗
一
該
記
事
は
、
貫
は
遷
徒
そ
の
も
の
に
積
極
的
一
意
味
が
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
劉
楚
従
属
園
の
園
人
が
有

す
る
蓄
来
の
秩
序
に
、
楚
王
権
が
強
力
に
介
入
す
る
た
め
の
補
完
的
施
策
の
一

環
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
言
わ
ば
彼
ら
圏
人
の
輿
論
に
配
慮
し

て
、
公
室
の
存
績
が
は
か
ら
れ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
配
慮
の
必
要
性
が
薄
れ
る
に
つ
れ
、
公
室
の
存
績
も
否
定
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
質
際
、

戦
園
時
代
に
な
り
、
戦
闘
に
お
い
て
、
従
来
は
こ
れ
に
参
加
す
る
こ
と
の
な
か
っ
た
都
の
成
員
が
、
歩
兵
と
し
て
重
要
な
役
割
を
果
す
よ
う
に

な
る
と
、
公
室
も
姿
を
消
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
公
室
の
消
誠
と
封
君
の
瑳
生
と
が
、
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
か
と
い
う
問
題
は
、
今
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後
の
課
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。
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検
討
の
遁
程
で
明
ら
か
と
な
っ
た
「
申
」
の
貫
髄
は
、
同
じ
記
事
中
に
現
れ
る
「
沈
」
に
も
適
用
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
申
際
と
は
別
に
申
闘
が

〈

幻

)

存
在
し
た
よ
う
に
、
沈
固
と
は
別
個
に
沈
豚
も
存
在
し
た
の
で
は
な
い
か
。
筆
者
は
、
そ
の
管
領
者
こ
そ
が

「
沈
号
ノ
」
と
考
え
て
い
る
。
こ
れ

ま
で
の
研
究
で
は
、
あ
る
園
が
滅
ぼ
さ
れ
て
燃
と
さ
れ
た
場
合
、
そ
の
園
が
復
さ
れ
る
際
に
は
豚
は
消
滅
す
る
。
言
い
方
を
費
え
れ
ば
、
同

一

(

辺

)

名
の
園
と
照
と
は
、
同
時
に
は
存
在
し
な
い
と
、
い
わ
ば
前
提
的
に
考
え
ら
れ
て
い
た
と
思
う
。
し
か
し
、
申
や
沈
の
事
例
が
あ
る
こ
と
に
な

(

お

)

る
と
、
今
後
こ
の
種
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
再
検
討
が
必
要
に
な
る
。

に
つ
い
て
も
、
機
舎
が
あ
れ
ば
、
稿
を
改
め
て
論
じ
て
み
た
い
。

本
論
に
は
検
討
す
る
徐
裕
の
な
か
っ
た
封
楚
従
属
闘
の
他
の
諸
問
題
に
つ
い
て
も
、

ま
た
、
こ
れ
に
関
聯
し
て
語
ら
れ
る
は
ず
の
封
君
問
題

註(

1

)

楊
伯
峻
『
春
秋
左
傍
注
』
(
中
華
書
局
、
一
九
八
一
年
一一
一
月
)
の
頁

数
を
示
せ
ば
、
第
四
朋
二
二
六

0
1
4ハ
一
頁
。

(
2
)

第
二
十
三
、
二
五
頁。

(
3
〉
「
盤
王
祇
逆
事
件
前
後
ーー
ー
古
代
禁
園
の
分
解
〈
そ
の
2
)
|

|
」

〈『
史
流
』

二
三
、
北
海
道
敬
育
大
祭
史
皐
舎
、
一
九
八
二
年
三
月
)
、

四
七
J
五
O
頁。

(

4

)

そ
れ
ぞ
れ
各
五
の
七

・
十

一
・一一一
葉。

(
5
)

『
春
私
大
事
表
列
園
田
制
及
存
滅
表
諜
異
』
(
中
央
研
究
院
歴
史
語

言
研
究
所
暮
刊
之
五
十
二
、
一
九
六
九
年
四
月
〉
、
問
二
、
一
五
五
葉
。

(

6

)

列
園
金
文
に
は
、
楚
を
「
天
子
」
に
な
ぞ
ら
え
、
こ
れ
に
つ
い
て

「
天
命
」
な
る
語
を
用
い
る
例
が
あ
る
(
議
豚
奈
侯
墓
出
土
『
察
侯
編

鋳
』
「
楚
王
を
稚

〈
左
〉
右
し
、
荏
々
と
し
て
政
を
鋪

〈
篤
〉
し、

天

金の会。

命
を
是
れ
遅
ら
か
に
す
。
」
〉
。

(

7

)

拙
稿

「
楚
王
と
豚
君
」
(
『史
皐
雑
誌
』

九
O
|
二
、

一
九
八
二
年
二

月〉、

三
八
J
三
九
頁。

(

8

)

「
春
秋
後
期
の
楚
の
「
公
」
に
つ
い
て
||
戟
園
封
君
出
現
へ
向
け

て
の
一

試
論
|
|
」
(
『東
洋
史
研
究
』
四
五
|
二
、
一
九
八
六
年
九

月〉
。

(
9
)
例
え
ば
、
「
沈
ヂ
」

を
氏
の
名
と
す
る
も
の
に
野
間
文
史
「
春
秋
時

代
に
お
け
る
遊
園
の
世
族
と
王
様
」
(
『哲
皐
』
二
四
、
臨
出
血
向
哲
製
品目、

一
九
七
二
年
十
月
)
、

李
摩
動
「
論
漢
准
開
的
春
秩
青
銅
器
」
(
『文
物
』

一
九
八

O
年
一
期
)
な
ど
が
あ
る
。
特
に
後
者
は
金
文
史
料
に
見
え
る

「番
君
」
を
こ
れ
に
結
び
つ
け
る
見
解
で
あ
る
。
ま
た
、
沈
燃
と
の
同

時
並
存
を
設
く
も
の
に
、
顧
久
幸
「
沈
豚
和
沈
晋
ノ
|
|
粂
論
楚
綜
的
性

質
」
(
張
正
明
主
編
『
楚
史
論
叢
』
初
集
所
枚
、
湖
北
人
民
出
版
社
、

一
九
八
四
年
十
月
〉
が
あ
る
。

(
叩
)
荘
公
六
年
に
文
王
が
申
を
伐
っ
た
記
事
が
あ
る
。
亥
公
十
七
年
に
文

王
が
申
を
燃
に
し
た
と
の
記
載
が
あ
る
が
、
文
王
は
妊
公
十
九
年
ま
で
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在
位
し
た
。

〈
日
)
前
掲
(

5

)

書。

(
ロ
〉
白
川
静
『
金
文
通
四
梓
』
五
二
、
五
二
九
J
五
六

O
頁。

(
日
〉
貝
塚
茂
樹
『
中
園
の
古
代
園
家
』
(
『
貝
塚
茂
樹
著
作
集
』
て
中
央

公
論
祉
〉
第
一
章
第
二
節
「
東
方
諸
侯
の
自
立
」
(
一
一
六
一
頁
)
や
、

伊
藤
道
治
「
春
秋
曾
盟
地
理
考
|
|
爾
周
地
理
考
の
二
|
|
」
(
『
田
村

博
士
頚
寄
東
洋
史
論
叢
』
、
一
九
六
八
年
五
月
〉
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(

M

)

社
注
と
『
曾
築
』
に
よ
る
。
『
水
経
注
』
(
准
水
)
に
よ
る
と
、
時
間

水
と
は
沙
水
の
別
格
。

(
お
〉
前
掲
(
1
〉
書
、
第
四
朗
、
一
一
一
一

O
七
頁
。

(
日
〉
経
文
に
は
「
十
月
」
と
あ
り
、
停
文
に
は
「
十
一
月
」
と
あ
る
。
春

秋
長
暦
を
作
成
し
た
杜
預
の
注
は
後
者
を
誤
り
と
す
る
。
新
城
新
議
氏

作
成
春
秩
長
暦
圏
(
『
東
洋
天
文
皐
史
研
究
』
〈
弘
文
堂
、
一
九
二
八

年
〉
所
収
〉
参
照
。

〈
口
)
谷
口
氏
前
掲
(
3
〉
論
文
で
は
、
「
城
父
に
窟
由
来
の
居
民
と
葉
か
ら
移

往
し
て
き
た
許
の
人
々
を
同
住
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
沓
来
の
居
民
を

陳
に
移
住
せ
し
め
、
か
つ
域
父
附
近
の
回
(
口
巴
〉
の
う
ち
、

淡
水
西
側

の
田
を
陳
に
移
住
し
た
人
々
に
わ
か
ち
あ
た
え
た
」
と
し
て
い
る
。
氏

は
、
城
父
の
「
居
民
」
が
す
べ
て
蓮
っ
た
よ
う
に
考
え
て
い
る
が
、
本

文
に
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
れ
で
は
城
父
の
「
人
」
と
そ
の
所
稽
固
と
の

面
積
的
関
係
が
急
激
に
繁
化
し
て
し
ま
う
。
氏
の
い
う
「
居
民
」
は
、

い
わ
ゆ
る
「
人
」
、
以
下
に
述
べ
る
「
園
人
」
に
相
嘗
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
思
う
。

〈
同
〉
「
中
園
古
代
の
邑
と
民
・
人
と
の
関
係
」
(
『
山
梨
大
皐
摩
護
皐
部
研

究
報
告
』
三
、
一
九
五
二
年
)
。

(
悶
〉
『
史
林
』
六
九
|
五
、
一
九
八
六
年
九
月
。

(
初
)
た
だ
し
、
前
掲
(
川
口
)
論
文
一
二
頁
に
、
都
の
成
員
に
よ
る
軍
の
こ
と

に
餓
れ
、
彼
ら
を
園
人
と
匡
別
し
、
「
申
・
息
の
師
」
を
都
の
部
隊
と

し
て
い
る
黙
は
、
本
論
で
は
考
慮
の
封
象
外
に
置
く
。
そ
の
認
識
上
の

区
別
は
さ
て
お
き
、
彼
ら
も
か
つ
て
は
小
園
の
盟
人
で
あ
っ
た
黙
を
考

慮
し
て
、
等
し
く
園
人
と
し
て
扱
う
こ
と
に
す
る
。
ま
た
「
お
わ
り

に
」
に
言
及
す
る
「
都
」
も
こ
れ
に
準
じ
て
使
用
す
る
。

(
幻
〉
谷
口
氏
前
掲
〈
3
〉
論
文
、
四
七
頁
。
楊
氏
前
掲
〈
1
)番
も
、
「
准
北

の
範
囲
は
か
な
り
庚
い
の
で
、
鳳
肇
懸
か
ら
夷
に
い
た
る
一
州
市
を
指
す

も
の
で
あ
ろ
う
。
」
と
言
っ
て
い
る
。
第
四
加
、
二
ニ

O
七
頁
。

〈
幻
〉
前
掲
(
1
〉
書
、
第
四
節
、
二
二
四
四
J
五
三
頁
。
特
に
二
ニ
四
五

頁。

(
幻
)
谷
口
氏
前
掲
(
3
〉
論
文
は
、
首
該
記
事
に
つ
い
て
、
直
接
大
城
の
建

設
に
関
わ
ら
せ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
こ
に
「
減
額
」
の
こ
と

を
述
べ
、
こ
れ
に
つ
い
て
大
城
建
設
の
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。

〈
M
)
谷
口
氏
前
掲
(
3
〉
論
文
、
四
八
J
五
O
頁。

(
お
)
方
城
の
外
に
は
、
確
か
に
谷
口
氏
の
指
摘
す
る
よ
う
な
大
城
が
出
現

し
、
そ
の
記
録
が
残
っ
て
い
る
。
ち
な
み
に
賞
該
一
六
園
を
遷
し
た
の

は
、
奈
を
滅
ぼ
し
た
時
で
あ
る
が
、
こ
の
時
楚
は
陳
・
察
・
不
奨
に
築

い
て
い
る
。
六
園
の
う
ち
か
つ
て
許
の
都
し
た
葉
(
河
南
省
薬
師
料
)
は

不
奨
に
郷
接
す
る
。
胡
の
都
と
し
て
比
定
さ
れ
る
地
は
三
者
あ
り
、
一

は
安
徽
省
阜
陽
市
、
二
は
河
南
省
郡
城
豚
、
三
は
河
南
省
許
昌
市
に
あ

る
が
、
第
一
者
が
や
や
僻
遠
で
あ
る
も
の
の
、
第
二
・
第
三
者
は
不
奨

に
制
御
接
し
て
い
る
。
道
の
都
の
比
定
候
補
地
も
二
者
あ
り
、
一
は
河
南

省
確
山
師
称
、
こ
は
河
南
省
息
燃
に
あ
る
が
、
前
者
が
奈
の
都
し
た
上
奈

- 19ー
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(
河
南
省
上
慈
市
豚
)
に
那
接
す
る
。
房
の
遁
常
の
比
定
地
(
河
南
省
途

卒
豚
〉
も
上
禁
に
郷
接
す
る
〈
前
掲
(

5

)

書
、
二
九
二
葉
お
よ
び
四
八

一一一
J
四
葉
〉
。
以
上
か
ら
、
隙

・
奈

・
不
婆
に
築
い
た
際
に
、
あ
る
い

は
嘗
該
六
園
の
濯
従
を
か
ら
め
、
郷
接
す
る
部
の
再
編
成
が
行
わ
れ
て

い
た
可
能
性
ま
で
は
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、
首
一
該一

一
記
事
の

「
荊
に
遷
す
」
と
い
う
表
現
の
直
接
的
具
鐙
的
内
容
と
は
言
え

な
い
。
陳

・
察
と
い
う
園
を
も
含
め
て
「
荊
」
と
意
識
し
て
い
た
と
は

考
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

(
お
)
吉
本
氏
前
掲
(
ゆ
)
論
文
、
二
一
頁
に
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、

「
申
・
息
の
師
」
は
「
楚
師
と
区
別
さ
れ
る
時
が
あ
り
、
ま
た
、
申
豚

設
置
(
『
左
停
』
荘
公
六
年
〈
前
六
八
八
〉
と

三
十
年

〈
前
六
六
四
〉

と
の
閲
)
蛍
初
に
は
、
本
論
で
問
題
と
す
る
よ
う
な
園
の
遜
徒
例
が
な

(
幻
)
谷
口
氏
前
掲
(

3

)

論
文
、
四
七
頁
。
ま
た
見
(
忽
)
。

(
お
)
こ
の
史
料
は
、

登
場
人
物
に
よ
っ
て
語
ら
れ
た
形
と
な
っ
て
い
る
の

で
、
要
検
討
で
あ
る
。
し
か
し
、
許
の
事
例
(
倦
公
六
年
)
に
せ
よ
、

積
の
事
例
に
せ
よ
、
降
伏
の
儀
砲
を
行
っ
た
こ
と
と
楚
王
が
こ
れ
を
許

し
た
こ
と
が
事
貨
と
し
て
背
景
に
な
け
れ
ば
、
こ
う
し
た
記
載
は
残
る

ま
い
。
筆
者
は
こ
の
背
景
た
る
事
貨
を
も
見
据
え
て
剣
断
し
た
。

(
m
m
)

増
淵
龍
夫
「
春
秋
戦
園
時
代
の
社
舎
と
園
家
」
(
『
岩
波
講
座
世
界
歴

史』

四
、
一
九
七

O
年
)
一
一
一
一
九
J
一
四
六
頁
参
照
。

(
ぬ
)
例
え
ば
、
増
淵
龍
夫
「
先
秦
時
代
の
封
建
と
郡
勝
」
(
『
中
国
古
代
の

吐
舎
と
園
家
』
所
牧
、
一
九
六
O
年
二
月
、

弘
文
堂
)
一三一一一

J
一一一一一一

二
頁
な
ど
。

(
況
〉
前
掲
〈
9
〉
顧
氏
論
文
参
照
。
こ
の
見
解
は
、
歴
代
の
注
穣
(
例
え
ば

『
呂
覧
』
等
師
編
高
誘
注
)
に
見
え
て
お
り
、
最
近
で
は
前
掲
(

1

)

書

七
二
八
J
九
頁
に
も
燭
れ
ら
れ
て
い
る
。
筆
者
も
、
拙
稿
「
楚
王
と
豚

君
」
(
『
史
察
雑
誌
』
九

O
|
二
、
一
九
八
一
年
二
月
、

四
六
J
四
七

頁
、
五
三
頁
、
五
五
頁
〉
に
、
こ
の
見
解
を
示
し
て
お
い
た
。

(

M

M

)

例
え
ば
(

9

)

に
示
し
た
野
閲

・
李
爾
氏
論
文
。

(
お
)
申
闘
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
在
地
の
相
違
す
る
三
つ
の

「申
」
が
あ

っ
た
こ
と
が
、
最
近
論
議
さ
れ
て
い
る
(
何
浩
「
春
秋
時
楚
滅
園
新

探
」
〈
『
江
漢
論
檀
』
一
九
八
二
年
四
期
〉
・
支
延
丁

「
申
園
之
謎
之
我

見」

〈
『
中
原
文
物
』

一
九
八
七
年
三
期
〉
等
を
参
照
)
。
一
つ
は
山
西
・

侠
西
の
聞
に
居
住
し
た
申
戎
(
「
西
申
」
〉
、
一
つ
は
河
南
省
南
陽
市
に

あ
っ
た
「
南
申
」
、
も
う
一
つ
は
湖
北
省
信
陽
市
に
あ
っ
た
「
東
申
」

で
あ
る
。
『
左
停
』
妊
公
六
年
僚
に
、
申
燃
に
関
わ
る
記
述
と
し
て
、

「
申
・
日
よ
り
取
り
て
、
以
て
賞
回
と
な
さ
ん
。
」
と
言
っ
て
い
る
貼

か
ら
見
て
も
、
楚
園
の
申
豚
が
置
か
れ
た
の
が
こ
の
「
南
申
」
で
あ
る

こ
と
は
異
論
が
な
い
だ
ろ
う
(
顧
鍬
符
「
信
陽
一
統
楚
墓
的
地
望
」

〈
『
故
宮
博
物
院
院
刊
』

一
九
七
九
年
二
期
〉
が
申
豚
と
「
東
申
」
と

を
か
ら
め
て
議
論
し
て
い
る
の
は
、
誤
り
で
あ
る
。)。
し
た
が
っ
て
、

本
論
に
お
け
る
申
豚
を
か
ら
め
た
議
論
は
、
こ
れ
ら
の
議
論
に
左
右
さ

れ
る
こ
と
は
、
な
い
は
ず
で
あ
る
。
た
だ
、
「
東
申
」
の
滅
亡
時
期
に

つ
い
て
、
「
南
申
」
の
い
わ
ゆ
る
滅
亡
時
期
(
前
六
八
八
J
六
七
五
年

の
関
、
註
(
川
山
)
参
照
)
と
同
じ
頃
を
想
定
し
て
い
る
貼
に
つ
い
て
は
、

本
論
に
お
け
る
議
論
を
踏
ま
え
て
再
検
討
す
る
必
要
が
生
ず
る
。
「
東

申
」
が
、
「
南
由
・
」
滅
亡
後
に
同
園
を
信
陽
の
地
に
復
し
た
も
の
で
あ

る
可
能
性
も
、
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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CONCERNING THE ＺＵＯ-ＺＨＵＡＪＶPASSAGE FROM

ZHAO昭公１３ THAT READS ：“LING WANG 霊王

MOVED xu 許，ＨＵ胡,SHEN沈, DAO道, FANG房

AND SHEN 申INTO JING 荊”一theQuestion of the

　　

Moving of statesthat were Subjectto Chu 楚

HiRASE Takao

　　

In interpreting the historicaldocuments regarding the various states

in question, two opinions stand opposed to each other : the opinion that

the ducal households were included as the object of the move, and the

opinion that they were not included.

　　

According to the entry under Zhao 昭公9 in the Ｚｕｏ-ｚｈｕａｎ,when

the state of ｘｕ許moved from Shi葉to Ｙｉ夷(Chengfu城父），ａ portion

of the city dwellers of Yi were moved to neighboring Chen 陳, and the

fieldswest of the Pu River 膜水that were part of the lands of Yi were

transferred to the control of Chen. At the same time, in the case of

the state of χｕ that was moved to Yi, from the lands controlled by the

neighboring state of Zhoulai 州爽, the portion north of the Huai River

was taken and transferred to the control of Yi.

　　

From this, we can suppose that the people of χｕwho moved from

Chi to Yi consisted of the duke and his clansmen, plusａportion of city

dwellers who had been living in Chi and had constituted the stateofχｕ.

In this way, the people of χｕ who were moved, as mentioned in the

entry for Zhao 13, probably constituted the same group as those in the

entry for Zhao ９.

　　

If one wants the meaning of moving to be taken as the building of

a city,one must assume that Jing荊means, in addition to the area within

and near the walls of Chu.　However, the resulting co-eχistenceof ａ

Shen county, which is the cityin question here, with another “Shen”，

that was the object of the move, makes this hypothesis seem farfetched.

　　

Inferring from the previous example of　χu, it is　probably　more

appropriate to take Jing to be the area within the wall, without limiting

　　　　　　　　　　　　　　　　　

－1－



it to the environs, and to fix one's attentionon the
migration of the ducal

households with regard to all the city-statesin question.

CONCERNING THE EXAMINATION REFORMS OF

　　　　　　　　　　　

WANG AN-SHI

KONDO Kazunari

　　

The reform of the examination system that Wang An-shi carried out

in the 2nd month of Xining 煕寧4 (1071) consisted mainly of :

　　

1. The abolishment of Poetry Exposition (jhi-fu詩賦), Memorization

of Classics (£泳丿緬ｇ帖経) and Elucidation of Classical Passages (ｍｏ-ｙi

墨義), and the adoption of Meaning of Classics Qjing･ｙｔ経義) and Policy

Questions (li£ｎ,　ｃｅ論，策)･

　　

2. The abolishment of the Understanding of the Classics (刀lingj加ｇ

明経)ａｎｄ the Various Fields Exam (ｚｈｕhe　Ｍ科),and the establishment

of the Examination for the New Degree in Law ('ｘｉｎｋｅ　ｉｎｉｎｇｆａｋｅ新科

明法科)･

　　

3. The policy of special treatment towards the five northe「n circuits.

　　

The purpose of the reform was to promote talented men who would

be capable of practical application of government, rather than to promote

men of letters.　In particular, there was an urgent need to select the

necessary competent ｏ伍cials to advance Wang An-shi's New Laws.

　　

The third point was devised as ａ relief measure for the northern

circuits, which had large numbers of candidates for the Various Fields

Ｅχam.

　　

As ｇ result, the reform itself proceeded smoothly. With the ｅχception

of ａ small group of opponents like Su Shi蘇弑, the reforms were

supported by the majority of literati of both the old and new factions.

　　

Ho"ｗｅｖｅｒ･when an attempt ｀″・ｓmade to carry out the new system,

candidates simply memorized Wang An-sh？ｓ Ａ ＮｅｔｏＥエｐｌｉｃａtｉｏｎｏｆｔ㎞

ＴｈｒｅｅＣｌａｓｓicｓ(ＳａｎｉｉｎｇＸｔりi三経新義), and the examiners passed their

own disciples, etc, so that the object of selecting capable ｏ伍cials with
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